
岸和田市自治基本条例の検証について 

 

 第１回で確認したとおり、推進委員会の役割としては、自治基本条例が本市にふさわしいもの

であり続けているかどうか等について検証し、その結果、条例の解説を補強するのが良いのか、

それとも、改正についても検討する必要があるのか調査審議することであります。 

少子高齢化の加速化やデジタル化の普及など社会が変化してきている中、自治基本条例が時代

にそった岸和田市にふさわしいものであり続けているか、各委員の意見をおうかがいしながら検

証を進めていきたいと考えます。 

各委員におかれましては、別添資料３をご確認のうえ、以下のシートにご記入いただき、11 月

13 日（月）の委員会当日にご持参くださいますようお願いいたします。 

 

 

委員名：                         

 

① 意見の有無（チェックしてください） 

□ あり □ なし 

※「なし」をチェックされた方は、ここで回答は終わりです。 

 

② 意見（①で「あり」をチェックした方のみご回答ください。） 
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資料２ 

※記入欄が不足する場合は、裏面等にご記入ください。 


